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１ 目的 

「小学校への福祉図書デリバリー事業」（以下、「本事業」）は、本会が埼玉県の指定を

受けて運営している「福祉情報センター」にて、貸出や閲覧をしている、福祉に関する図

書やユニバーサルデザイン用品等を、県内の小学生を対象に一体的に貸し出すものとする。 

本事業では、児童が総合学習や福祉教育等の授業で福祉について考え、高齢者や障害者

を含めた多様な人々の存在を理解し、地域で共に暮らす一員として地域社会への関心を高

め、共生・共助について学ぶことを目的とする。 

２ 実施主体及び貸出対象 

実施主体：社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 福祉情報センター 

貸出対象：埼玉県内の小学校及び不登校児童の学習の場 

３ 実施及び貸出期間 

  令和元年５月から令和２年３月まで実施し、１回の貸出しで、概ね３週間以内の貸出期

間とする。 

 

４ 貸出と返却 

  本事業を実施する市町村社協は実施申込書（様式１）を受付け、事業計画書（様式２）

に基づき貸出期間の調整を行い、決定通知（様式１）後に各小学校等に貸出す。 

返却については、小学校等は事業報告書（様式３）を添付して市町村社協へ返却するも

のとし、市町村社協は本事業終了後に県社協へ返却するものとする。 

 

５ 費用の負担 

 図書の貸出については無料とし、市町村社協と埼玉県社協との貸出しと返却にかかる送

料については、実施主体が負担するものとする。 

６ 貸出し品の活用方法 

(１) 総合学習の時間や市町村社協が実施する福祉教育での活用 

(２) 図書室等において児童への貸出 

(３) 市町村社協の補助金や本会が実施する「福祉の心を育む交流事業」等にて購入する 

福祉図書等の選定に活用  

７ 貸出品の管理 

本事業の実施中は、図書等の管理は、貸出しを受けたものが責任をもって管理し、欠損

がないことを確認してから、返却するものとする。なお、汚損、紛失があった場合は、市

町村社協は速やかに埼玉県社協に連絡するものとする。 

 

８ 問い合せ先 

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア・市民活動センター 

（地域活動支援課）（担当：山野邊・片桐）電話：048-822-1435 ＦＡＸ：048-822-3078 


